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（設置不可）

喫煙室などの標識例一覧【第二種施設・既存特定飲食提供施設】

＜加熱式たばこ専用喫煙室＞を設置する場合

＜喫煙可能室＞を設置する場合

掲示場所

掲示場所

＜参考＞

第二種施設

既存特定
飲食提供
施設

喫煙
専用室

設置可 設置可

加熱式
たばこ
専用
喫煙室

設置可 設置可

喫煙
可能室

設置不可 設置可

施設類型と設置可能な喫煙室
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室の出入口 施設の主たる出入口 施設の主たる出入口

屋内の全部に
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室の出入口 施設の主たる出入口 施設の主たる出入口

喫煙室などの標識例一覧【喫煙目的施設】

掲示場所

＜公衆喫煙所＞の場合

＜喫煙を主目的とするバー、スナック等＞の場合

屋内の一部に設置する場合

掲示場所

掲示場所

＜店内で喫煙可能なたばこ販売店＞の場合

屋内の一部に設置する場合


